
企業債（水道事業の借金） 　9億353万円（令和3年3月31日現在） 

その他の収入（35.4%） 
8,618万円 

工事負担金（9.7%） 
4,295万円 

借入金元金の返済（4.7%） 
3,040万円 

建設改良費（95.3%） 
6億1,692万円 

水道料金収入（64.6%） 
1億5,739万円 

借入金利息の支払（1.9%） 
431万円 

施設の減価償却費（47.9%） 
1億580万円 

施設の維持管理費・ 
人件費など（50.2%） 
1億1,086万円 

企業債（90.3%） 
4億190万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引2,260万円の純利益となりました。 

水 道事業会計 
水をお届けするための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引2億247万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　2億4,357万円（税抜） 支出　2億2,097万円（税抜） 

収入　4億4,485万円（税込） 支出　6億4,732万円（税込） 

給水戸数（令和3年3月31日現在） 
年間総配水量 

9,017戸 
2,777,950裙 

供給単価（1裙あたりの販売価格） ※ 
給水原価（1裙あたりの造水費用） 

68.36円 
82.51円 
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企業債（下水道事業の借金） 　44億4,662万円（令和3年3月31日現在） 

他会計補助金（8.4%） 
4,130万円 

その他の収入（30.0%） 
1億4,768万円 

他会計補助金（26.7%） 
2億1,121万円 

国庫補助金（15.8%） 
1億2,500万円 建設改良費（49.0%） 

4億595万円 借入金元金の返済（51.0%） 
4億2,243万円 

下水道使用料収入（61.6%） 
3億325万円 

借入金利息の支払 
（12.4%） 
7,665万円 

施設の維持管理費・人件費など（7.1%） 
4,357万円 

流域下水道維持管理負担金 
（25.0%） 
1億5,357万円 

施設の減価償却費（55.5%） 
3億4,141万円 

企業債（57.5%） 
4億5,460万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引1億2,297万円の純損失となりました。 

下 水道事業会計 
汚水を処理するための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引3,757万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 下水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　4億9,223万円（税抜） 支出　6億1,520万円（税抜） 

収入　7億9,081万円（税込） 支出　8億2,838万円（税込） 

整備済面積（令和3年3月31日現在） 
年間汚水処理水量 

519.24ha 
2,741,026裙 

普及率（行政区域内人口の中で下水道を利用できる人の割合） 
水洗化率（下水道を利用できる人口の中で実際に下水道を利用されている人の割合） 

89.6% 
85.3%
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第3回笠松町議会定例会議決結果（9月8日開会　9月21日閉会） 
第５４号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第４

号）の専決処分の承認 
補正額 １,０００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８２,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・今後の台風シーズン到来に備え、河川増水対応など緊
急的対応経費を確保するため予備費を増額 

第５５号　人権擁護委員候補者の推せん 
人権擁護委員の安藤隆氏（北及）、森眞理子氏（米野）、

千村ゆかり氏（東陽町）、岩村雅人氏（門間）の任期が、
令和３年１２月３１日をもって満了することに伴い、引き続き
同氏を同委員候補者に推薦 
第５６号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、事業者における書面の作成などや保護
者に対する書面の交付などについて、電磁的方法による
対応も可能であるなど、所要の規定整備 
第５７号　笠松町体育施設条例の一部を改正する条例 

緑地公園内テニスコートの利用について、現状の利用
状況に合わせた減免規定を適用させる所要の規定整備 
第５８号　町道の路線認定 
北及地内の宅地開発により設置された私有道路の町
道編入 
第５９号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第３号） 
補正額 ３２０,２４２,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,４０２,４５０,０００円 
［主な補正内容］ 
・町所有の「国登録有形文化財」である杉山邸の母屋１
階において白アリが発生したため、白アリ駆除委託料を
計上 
・門間倉庫を一時的な避難場所などとして活用するにあ
たり雨漏りの修繕などに必要な工事請負費を計上 
・笠松隕石をモチーフとした和菓子商品のPR経費を助
成するため笠松菓子組合へ補助金を計上 
・新こども館開館に伴い、遊具・机など所要の経費を増額 
・医療用補正具の助成に乳房補正具を追加することに
伴い、助成金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり所要の経費を増額 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む町内事
業者、事業所などに対し、感染拡大の対策強化を図る
ため、感染予防対策に要する費用の一部を助成する
ため補助金を計上 
・自然災害の予防に資する対策として奈良津堤の道路
修繕をするため工事請負費を増額 
・調整池上部と周辺道路を整備するため工事請負費を
計上 
・防火水槽の補水バルブを修繕するため工事請負費を
増額 
・小中学校の理科教育などの振興に資することを目的と
して、教材器具費を増額 
・羽栗社会教育施設を売却するにあたり、売却予定価
格を算出するため土地の鑑定評価委託料を計上 

第６０号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第２号） 

補正額 ３５,８９５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１５９,３８２,０００円 
［主な補正内容］ 
・第三者行為納付金が見込みより増加したことに伴い、
第三者行為求償事務委託料を増額 
・前年度繰越金を国民健康保険基金に積み立てるため
積立金を増額 

第６１号　令和３年度笠松町後期高齢者医療特別会計補
正予算（第１号） 

補正額 ７,１０４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ３２８,０９３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
申請に伴い、減額となる保険料還付金を増額 

第６２号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第
２号） 

補正額 ８２,６７０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,９３４,７３３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の
減免や期限後の確定申告による賦課更正により、還付
金を増額 
・前年度繰越金を介護保険基金に積み立てるため積立
金を増額 

第６３号　令和２年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定 
歳入総額 ９,９１７,４７１,２８５円 
歳出総額 ９,４１６,２８８,２３１円 
差引残額 ５０１,１８３,０５４円 
第６４号　令和２年度笠松町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定 
歳入総額 ２,１２３,４８６,５１６円 
歳出総額 ２,０８７,４８２,９５０円 
差引残額 ３６,００３,５６６円 
第６５号　令和２年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定 
歳入総額 ３２４,５２７,７９０円 
歳出総額 ３１７,８８４,４４２円 
差引残額 ６,６４３,３４８円 
第６６号　令和２年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定 
歳入総額 １,９１７,９３４,０２１円 
歳出総額 １,８３５,６７４,７０１円 
差引残額 ８２,２５９,３２０円 
第６７号　令和２年度笠松町水道事業会計剰余金の処分

及び決算認定 
収益的収入 ２９７,６６４,５５８円 
収益的支出 ２２２,７３５,４５１円 
差　引　額 ７４,９２９,１０７円 
 
資本的収入 ４４４,８５８,８２３円 
資本的支出 ６４７,３２０,８５５円 
差　引　額 △２０２,４６２,０３２円 

→
 

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の経済的支援策による水道料金収入の減少により、供給単価が給水原価を下回っています。 
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